
不法投棄箇所
・・・５０ｍ以内に２箇所以上
・・・５０ｍ以内に１箇所

川への不法投棄は法律により厳しく処罰されます。

●河川法（第２９条違反）：３ヶ月以下の懲役、もしくは２０万円以下の罰金（河川法施行令第５９条）

●廃棄物処理法（第１６条違反）：５年以下の懲役、もしくは１０００万円以下の罰金（第２５条）

平成２７年度 川内川下流域ゴミマップ（さつま町）
さつま町内の川内川ではこのようなゴミが不法投棄されています。
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注：グラフの縦の目盛りは、平成２４年度を

１００とした場合の平成２５年度、２６年度の

比較です。

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６
 一般ゴミ（燃やせるゴミ） 袋 6.1 4 2.8
 一般ゴミ（燃やせないゴミ） 袋 0.5 3.6 3.2
 ペットボトル 袋 1 1 0.8
 空き缶・ビン類 袋 1 1.7 0.9
 新聞･雑誌 部・冊 0 0 0
 ガラス ㎡ 0 0 0
 ゴム（タイヤ等） 本 1 0 0
 自転車 台 0 0 0
 粗大ゴミ 個 0 1 0
 家電リサイクル法対象物 台 0 0 0
 家電製品 台 0 0 0
 建設廃材（土木・建築） ㎡ 8 0 0
 農業廃棄物 個・台 0 0 0
 工業廃棄物 個 0 0 1
 その他（小動物の死骸など） 個 0 0 0

※表中の単位「袋」は容量９０リットルのゴミ袋です。

不法投棄物一覧表

品　　目 単位
さつま町



不法投棄箇所
・・・５０ｍ以内に２箇所以上
・・・５０ｍ以内に１箇所

川への不法投棄は法律により厳しく処罰されます。

●河川法（第２９条違反）：３ヶ月以下の懲役、もしくは２０万円以下の罰金（河川法施行令第５９条）

●廃棄物処理法（第１６条違反）：５年以下の懲役、もしくは１０００万円以下の罰金（第２５条）
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平成２７年度 川内川下流域ゴミマップ（薩摩川内市）
薩摩川内市内の川内川ではこのようなゴミが不法投棄されています。
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注：グラフの縦の目盛りは、平成２４年度を１００

とした場合の平成２５年度、２６年度の比較です。

川内川河川事務所

川内川河口（東シナ海）

コンクリート殻

い す

川内出張所

国道３号線

国道２６７号線

テ レ ビ

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６
 一般ゴミ（燃やせるゴミ） 袋 44.2 16.1 18.4
 一般ゴミ（燃やせないゴミ） 袋 1.8 3.6 8
 ペットボトル 袋 17.6 2 1.8
 空き缶・ビン類 袋 19.6 6.8 1.1
 新聞･雑誌 部・冊 102 0 2
 ガラス ㎡ 0 0.1 0
 ゴム（タイヤ等） 本 2 2 8
 自転車 台 0 1 2
 粗大ゴミ 個 0 2 6
 家電リサイクル法対象物 台 0 0 4
 家電製品 台 1 2 5
 建設廃材（土木・建築） ㎡ 0 0.8 11.6
 農業廃棄物 個・台 0 0 1
 工業廃棄物 個 0 0 3
 その他（小動物の死骸など） 個 0 3 5.2

※表中の単位「袋」は容量９０リットルのゴミ袋です。

不法投棄物一覧表

品　　目 単位
薩摩川内市


